
実質化された人・農地プラン 

 

市町村名 対象地区（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日 

石垣市 西部地区（川平、崎枝、野底、 

桴海） 

令和 4 年 3 月 18 日 令和 4 年 3 月 18 日 

 

１ 対象地区の現状 

①地区内の耕作面積 ５４８．２６ｈａ 

②営農意向調査に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計 ２９６．０９ｈａ 

③地区内における７０才以上の農業者の耕作面積の合計 １２９．６１ｈａ 

 ⅰうち後継者無しの農業者の耕作面積の合計 ６．０３ｈａ 

ⅱうち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 ５２．４５ｈａ 

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 ７２．３９ｈａ 

(備考) 

 地区内耕作者（うち回答した地区内の農地所有者又は耕作者） 

 ７０代以上 →４３％（うち４％は後継者無し。） 

注１：④の面積は、「中心経営体」の「今後の農地の引受けの意向（計画）」欄の「経営面積」の合計から「現状」欄の「経営面積」
の合計を差し引いた面積を記載します。 

 

２ 対象地区の課題 

・西部地区は、市内でも有数の遊休農地が目立つ地域であり、川平・崎枝地域では、全農地の１

割近い面積で遊休農地がある。 

・地域の後継者が少ないことや新規就農が少ないことが挙げられる。 

・野底地域では、一部の農地で灌漑設備が整備されていない。 

 

３対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針 

・農地の基盤整備を行い、農業の行いやすい環境を整える。 

・耕作放棄地を増やさないために、耕作者の話し合いの場を定期的に継続できるようにする。 

・地域農業の継続を図るため，新規就農者の確保・育成や地域による農業経営力向上を目指す。 

・有害鳥獣対策の拡充を図り、園芸作物等に対する支援を強化する。 

 

注１：「中心経営体」には、認定農業者、認定新規就農者、経営所得安定対策の対象となる法人化や農地の利用集積を行うことが  

確実と市町村が判断する集落営農及び市町村の基本構想に示す目標とする所得水準を達成している経営体等が位置付けられ

ます。 


